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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は中期経営計画においてサステナビリティ方針を新たに掲げ、ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく企業の社会的責任の遂行と企業
価値の最大化を目指しております。

コーポレート・ガバナンスにおいては長期的な視野に立った企業価値最大化を目指すための体制構築を基本目標に置き、経営の効率性と健全性
の両立を図るべく経営体制の充実化を進め、2022年6月17日開催の第38期定時株主総会において必要な定款変更のご承認をいただき監査等委
員会設置会社に移行いたしました。

経営体制については取締役会が経営の基本方針・戦略を示すとともに経営の監査・監督を行い、業務執行については業務執行取締役を中心に
執行役員、部門長が「職務権限」に基づく権限移譲により迅速な経営判断と効率的な事業運営を行っております。

取締役会は取締役11名で構成され、うち5名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化しました。取締役の内、監査等委員は5名
で監査等委員会を構成し、内4名を社外監査等委員とすることで公正性・透明性を確保し、また、会計監査人および内部監査部門（監査室）との緊
密な連携により監査機能の一層の充実をもって健全性の確保を図っております。

また、上場企業として、「経営の効率化」と「コンプライアンスの強化」を実現するため、経営管理組織の充実も図っております。

当社は、独立系のIT企業として、顧客、株主、ビジネスパートナーおよび従業員等のステークホルダーからの信頼性を確保することが経営の最重
要課題の一つであると認識しており、情報管理を徹底するとともに、必要な情報開示を遅滞なく適切に行い、ステークホルダーに対する説明責任
を果たしてまいりたいと考えております。また、コンプライアンスの強化を図るため、コンプライアンス委員会を設けるとともに、内部監査制度の強
化、プライバシーマークのルール厳守、インサイダー取引防止についての教育の定期的な実施、ISO9001を梃子にしたサービス品質の向上等に
積極的に対処しており、今後とも更なる経営の透明性の向上と社内体制の充実に真摯な姿勢で臨んでいく所存であります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

《補充原則３－１－３　サステナビリティの取組み》

これまでステークホルダーの皆様の期待に応えるよう、「お客様には”感動”を、社員には”夢”を」という経営理念に基づき、創業時からの「社会貢
献」と「持続的成長」の両立を図ることで、持続的な社会の実現を目指しております。今回改めて持続可能な社会の実現を目指すべく今までの取
組みを振り返ったうえでサステナビリティ方針を定め経営上の重要課題の特定を行いました。

サステナビリティへの取組みについては、以下をご覧ください。

https://www.comture.com/company/sustainability.html

〔TCFDの枠組みに基づく開示〕

サステナビリティ方針における持続可能な社会の実現への貢献をTCFDの枠組みでもお伝えできるよう検討を重ね、2023年度を目途に適切な開
示ができるよう準備を進めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

《原則１－４　政策保有株式》

当社は、事業提携や取引関係の開拓、維持、安定化等の目的により、他社の上場株式を保有することがあります。

個別の政策保有株式の保有の合理性については四半期毎に取締役会にて保有目的や実効性などに照らして検証を行い、保有意義の薄れてき
た銘柄については、取引先等との対話・交渉を実施しながら、政策保有株式の縮減を進めます。

また、議決権行使については、当該企業の企業価値向上に資する提案であるかどうか、および当社への影響等を総合的に判断して行使します。

《原則１－７　関連当事者間の取引》

当社は、役員との間で会社法に定める利益相反取引を行うにあたっては、当社及び株主共同の利益を害することのないよう、取締役会において
十分な審議を行い、承認を得ることを取締役会規程にて定めております。また、関連当事者間の取引については、他の取引先と同等の取引条件
にて実施することとしております。

これらの取引については、定期的に監査等委員会の監査を実施しております。

《補充原則２－３－１　サステナビリティを巡る課題への対応》

当社はサステナビリティを巡る課題への取り組みを強化するため、新たに基本方針を定め7つの重要課題を特定しました。重要課題の解決のた
め、新たに取り組む施策についてはサステナビリティ委員会にて目標値および具体的な取り組みを設定したうえで進めてまいります。

〔基本方針〕

『わたしたちはお客様のDXを推進することで、社会の持続的な繁栄に貢献してまいります。』

〔重要課題〕

　・事業を通じたDXによる社会課題解決

　・提案力の向上による高付加価値化

　・イノベーションを支えるパートナーシップ・最先端技術開発

　・高付加価値を創出する人材育成・マネジメント

　・持続的成長に向けた適正な投資と資本効率の向上



　・ステークホルダー経営の実践

　・気候変動・資源循環への対応

《補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保》

〔女性の管理職登用について〕

女性管理職者は2021年度末現在16名で、全管理職中9.3％となっております。女性活躍推進のため女性管理職登用を重点指標として捉え取組み
を進めており、女性が働く環境や処遇面の改善に努め、女性が働きやすい会社を目指して参ります。具体的には、2026年３月末までに管理職に
占める女性管理職の割合を３割増やすことを目標として取り組んでおります。

〔外国人の管理職登用について〕

外国籍管理職者は2021年度末現在1名であり、全管理職中0.5％となっております。これまでと同様、優秀な人材については国籍に関わらず積極
的な登用を進めて参ります。

〔中途採用者の管理職登用について〕

中途採用者の管理職は2021年度末現在126名、全管理職中73.6％となっており、既に登用率は高く多様性の確保は出来ていると考えております
が、中途採用は、人材の多様性や即戦力の確保のため重要であるとの認識のもと、今後も積極的に活用して参ります。

《原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮》

当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しております。

運用機関・商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供のほか、入社時には年金制度の説明を行っております。

《原則３－１　情報開示の充実》

（１）会社の基本方針や経営理念（コムチュアスピリット）については、以下をご覧ください。

https://www.comture.com/company/ourpolicy.html

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本書「Ⅰ.１. 基本的な考え方」に記載しておりますので、ご覧くだ

さい。

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

〔方針〕

優秀な人材を確保し、業績・企業価値向上に対する経営責任の明確化と健全なインセンティブとなるよう、国内の同業・同規模他社の水準および
当社の経営環境等を勘案し決定することを基本方針とし、役職ごとにその役割と責任に値する報酬水準を設定しております。

〔手続〕

具体的な報酬額の決定は、取締役会の諮問機関である独立した「指名・報酬諮問委員会」において、同委員会に提出された報酬案について審議
し、その答申内容を基に取締役会にて決定することとしております。

〔報酬体系〕

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は固定報酬の「月例報酬」に加え、業績等に連動する「賞与」、ならびに長期インセンティブとして
の「株式報酬（譲渡制限付き株式）」により構成しております。

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続

〔方針〕

当社は、取締役候補の指名については、経営をリードするために必要なスキル・経験を兼ね備え、当社の事業発展に貢献できる人材であることを
基本とし、役員規程に定める候補者選任基準に準拠して実施しております。執行役員については、その選任および執行役員として不当な行為が
あった場合など適性に問題があると認められた際の解任について、取締役会での決議を経て決定されるものとしております。

また、社外取締役の場合は、東京証券取引所の定める独立性基準に合致するか否かを検討のうえで選出しております。

〔手続〕

取締役候補（監査等委員である取締役を除く）の指名については、取締役会の諮問機関である独立した「指名・報酬諮問委員会」において、同委
員会に提出された選任議案について審議し、その答申内容を基に取締役会にて決定することとしております。

監査等委員である取締役候補の指名については、監査等委員会で協議し同意を得たうえで、株主総会付議議案として取締役会で決定し、株主総
会議案として提出しております。

（５）取締役会が取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

当社では、取締役の選任・指名理由等につきましては、招集通知の株主総会参考書類に開示しております。

《補充原則３－１－３　人的資本および知的財産への投資》

〔人的資本への投資について〕

当社の最大の資産は「人材」です。人材への投資は採用、育成、待遇強化を軸に投資を行っております。社員一人ひとりが事業戦略に共感し自律
的に成長し続けることで、顧客や社会との共創による価値提供を実現してまいります。

概要につきましては、「中期経営計画」をご覧ください。　https://www.comture.com/ir/management/pdf/202205.pdf

〔知的財産への投資について〕

当社の中期経営計画（2023年３月期～2025年３月期）で掲げておりますように提案力強化による高付加価値化のためには、提案型人材や提案プ
ロセスの強化だけでなく知的財産の蓄積・管理基盤の強化が必要不可欠です。　「提案フレームワーク」、「開発フレームワーク」、「ソリューションメ
ニュー」、「テンプレート」の4要素を知の蓄積基盤と位置づけ経営基盤強化の重要な経営課題として整備に取り組んでおります。

概要につきましては、「中期経営計画」をご覧ください。　https://www.comture.com/ir/management/pdf/202205.pdf

《補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲》

取締役会は、経営の基本方針、重要な人事など、法令、定款および取締役会規程で定められた重要事項の決定を行います。

これらの重要事項を除いては、その決定を経営陣に委任しております。

《原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質》

当社は、東京証券取引所の独立性基準に基づき、独立社外取締役を選任しております。

《補充原則４－１０―１　指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言》



当社では、経営の透明性とプロセスの適正性のより一層の確保と取締役会の監督機能向上を図るため、取締役会の諮問機関である独立した「指
名・報酬諮問委員会」を設置しております。具体的には取締役候補の指名・取締役の報酬の決定に関して、候補者・各取締役の実績・経験・能力
等を総合的に勘案した原案を基に同委員会にて多角的に審議し、その答申内容を基に取締役会にて決定するほか、代表取締役の選解任及びそ
の基準、代表取締役の後継者計画、取締役の報酬決定や基準、報酬制度の見直しに関して社外取締役の知見や助言を活用して審議します。

なお、同委員会は代表取締役社長、代表取締役専務及び社外取締役3名の計5名で構成され、構成員の過半数を独立社外取締役が占める構成
となっており、委員会としての独立性を確保しております。

《補充原則４－１１－１　取締役の多様性》

当社は、取締役会を専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる、他社での経営経験を有する者も含めて、多様な取締役で構成することを基
本としており、役員規程に定める候補者選任基準に従い、取締役候補者を選任しております。なお、社外取締役5名の内１名を女性としておりま
す。

取締役会の構成については、各取締役の有するスキル等の組合せに関して、経営に関わるそれぞれの分野について、社内外を問わず十分な知
識・経験・能力をバランスよく備え、ジェンダー、経歴、年齢など多様性と適正規模を両立する形で構成しております。詳細はスキルマトリクスをご
覧ください。

《補充原則４－１１－２　役員の他の上場会社の役員兼任状況》

当社の取締役の他の上場会社の役員の兼任状況につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

《補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性の分析・評価》

当社では取締役会の実効性を高めるため

・原則１回/月開催し、重要案件についてはタイムリーな審議・決議をしております。

・資料をあらかじめ配布あるいは説明のうえ、取締役会では十分な審議時間を確保して活発な議論を行い、経営課題について十分な検討を行っ
ております。

・財務・営業・技術・システム開発等の様々な経験を持つ取締役及び企業経営や企業法務等に関する豊富な経験・知識を持つ社外取締役により
経営課題を多角的な視点から検討しております。

・より戦略的な議論を行うべく、適宜、取締役会で決議すべき事項を見直しております。

・決議した案件の経過・結果の報告を行い、取締役の職務執行状況を監督しております。

なお、取締役会の実効性に関して、全取締役を対象とし取締役会の構成や運営状況、審議内容について実効性評価アンケートを実施し、実効性
が確保されている状況を確認しております。

一方で、今後も引き続き取り組むべき課題として、取締役会資料の事前検討に加え、中期経営計画・内部統制の構築と運用状況・事業に影響す
る主要リスクなどの議論についてさらなる充実が挙げられました。これらの課題は取締役会内で共有し、継続した改善活動につなげてまいります。

《補充原則４－１４－２　取締役のトレーニングの方針》

当社は、取締役の就任時において必要に応じた会社情報等の提供を行い、また就任後においてもそれぞれ期待される役割・責務を適切に果たす
ことができるよう、継続して情報提供等を行うとともに、外部機関が提供する研修なども活用し必要な知識の習得などの研鑽機会を提供するよう努
めております。　

《原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針》

当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対し、経営状況や運営方針を正確・迅速に説明することとしております。資本市場との対話につい
ては、専任部署として経営企画部が担当し、投資家向け説明会や個別面談などの対話の場を定期的に設定しております。また、これらにより得ら
れたご意見やご要望は、全役員と共有しております。

《補充原則５－２―１　事業ポートフォリオに関する基本方針や見直し状況》

中期経営計画（2023年３月期～2025年３月期）において、当社の事業ポートフォリオや基本方針を説明しております。今後、成長領域であるＤＸ関
連の事業領域にますます注力してまいります。詳細につきましては、以下をご覧ください。

https://www.comture.com/ir/management/pdf/202205.pdf

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

有限会社コム 6,540,000 20.28

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 3,474,006 10.77

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,040,900 9.43

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,589,800 4.93

コムチュア社員持株会 1,253,429 3.88

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 1,110,100 3.44

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND,

L. P.
1,105,900 3.43

株式会社三菱UFJ銀行 900,000 2.79

向　浩一 772,350 2.39

JP MORGAN CHASE BANK 385632 704,917 2.18



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

上記のほか当社所有の自己株式365,150株（1.13%）があります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 16 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

土地　順子 弁護士 ○

佐々木　仁 他の会社の出身者 △

都築　正行 他の会社の出身者 ○

石原　明 他の会社の出身者 ○

原田　豊 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

土地　順子 　 ○ 該当なし

当該取締役は、当社及び関連会社の業務執行
者、当社を主要取引先とする者もしくはその業
務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金
銭その他の財産を得ているコンサルタント、会
計専門家または法律専門家、当社の主要株主
ではなく、そうであったこともございません。

　また、弁護士として企業法務に幅広く携わっ
てきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視
点から、当社の経営に対して意見を述べかつ
助言し、当社のコーポレート・ガバナンスの充
実・強化に寄与してもらえると判断し、独立役員
に指定させていただいております。

佐々木　仁 ○ ○

当社の取引先である第一生命保険株式
会社の出身者であります。また、当社の取
引先である第一生命情報システム株式会
社の代表取締役を2011年6月まで務めて
おりました。

当社の第一生命保険株式会社との取引
は、一般消費者としての通常取引でありま
す。第一生命保険株式会社に対して、シ
ステム構築に係る売上の取引関係があり
ますが、その金額は連結売上高の約0.2
％（2022年3月期実績）であります。

また、当社は第一生命情報システム株式
会社に対して、システム構築に係る取引
関係がありますが、その金額は当社連結
売上高の約0.7％（2022年３月期実績）で
あります。

当該取締役は、当社の取引先である第一生命
保険株式会社の出身者であり、また、2011年６
月まで当社の取引先である第一生命情報シス
テム株式会社の代表取締役に就任しておりま
したが、現在においては同社に関与する立場
になく影響を受ける立場にもございません。

豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った
同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点か
ら当社の経営全般に関する助言をいただくこと
により当社のコーポレート・ガバナンスが強化
できるものと判断いたしました。

また、同氏は上記のjに該当しますが、左記のと
おり一般株主との間に利益相反が生じるおそ
れのない独立性を十分に有しているものと判断
しております。

都築　正行 ○ ○ 該当なし

当該取締役は、三菱商事グループのシステム
子会社を勤務後、三菱商事株式会社の理事を
歴任。その後、コカ・コーラセントラルジャパン
株式会社の常勤監査役、JFEシステムズ株式
会社の社外取締役を務めておりました。

当業界の企業に対して、客観的な視点で独立
性を持って経営に助言されてこられた経験があ
ることから、取締役会の意思決定に適切な助
言をいただけるものと判断し、独立役員に指定
させていただいております。



石原　明 ○ ○ 該当なし

当該取締役は当社の取引先である日本アイ・
ビー・エム株式会社の出身者であり、2012年7
月から2020年3月まで監査役を務めておりまし
たが、現在においては同社に関与する立場に
なく影響を受ける立場にもございません。

同氏は当業界での監査役としての豊富な経験
と実績を有しており、当社取締役に相応しい会
計知識をはじめとした見識と能力を有している
こと、当業界の企業に対して、客観的な視点で
独立性をもって経営に助言されてこられた経験
があることから、取締役会の意思決定に適切な
助言をいただけるものと判断いたしました。

また、同氏は上記のとおり一般株主との間に利
益相反が生じるおそれのない独立性を十分に
有しているものと判断しております。

原田　豊 ○ 　

当社の取引先である株式会社野村総合
研究所の出身者であり、2013年4月から20
16年3月まで常務執行役員、2016年6月か
ら2020年6月まで監査役を務めておりまし
た。

当社は株式会社野村総合研究所に対し
て、システム構築に係る取引関係があり、
その金額は当社連結売上高の約3.5％（20
22年３月期実績）であります。

当該取締役は、当社の取引先である株式会社
野村総合研究所の出身者であり、2013年4月
から2016年3月まで常務執行役員、2016年6月
から2020年6月まで監査役を務めておりまし
た。

同氏は当業界における長年の業務執行経験、
また監査役としての豊富な経験と実績を有して
おり、当社取締役にふさわしい能力を有してい
ることから、取締役会の意思決定に適切な助
言をいただけるものと判断しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 5 1 1 4 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を円滑に遂行するため、その職務を補助すべき部署として監査室を配置し、専任の要員を２名配置しております。当該従業
員は、他部署の要員を兼務せず、監査等委員会の指揮命令下に置くものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会及び会計監査を行う監査法人は、それぞれの監査計画を相互に提出し、情報を共有すると共に効率的な監査実施に努めておりま
す。監査法人による往査・監査には監査等委員が適時立ち会うことにより連携しております。監査実施後も、都度、監査調書の相互確認を行うほ
か、期中及び期末時には監査法人の監査概要報告会に監査等委員が出席し、意見を交換しております。

監査等委員会及び内部監査を行う監査室は、予め打ち合わせの上、監査計画を作成しております。また、それぞれの監査調書を相互に確認する
ほか、必要に応じて連携して往査を行うなど、情報の共有化、問題意識のすり合わせを行いつつ、効率的な監査に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性



委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

5 2 2 3 3 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

5 2 2 3 3 0
社内取
締役

補足説明

当社は、経営の透明性とプロセスの適正性のより一層の確保と取締役会の監督機能向上を図るため、取締役会の諮問機関である独立した「指
名・報酬諮問委員会」を設置しております。

指名・報酬諮問委員会は社内取締役を委員長として社外取締役3名、社内取締役2名の計5名で構成し、取締役候補の指名・取締役の報酬の決
定に関して、同委員会にて多角的に審議し、その答申内容を基に取締役会にて決定するほか、代表取締役の選解任及びその基準、代表取締役
の後継者計画、取締役の選解任の基準、報酬制度の見直しに関して社外取締役の知見や助言を活用して審議します。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

2017年6月16日開催の第33期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役を対象に、役員による長期安定的な株式保有と企業価値の持続
的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付き株式報酬を新たに導入することが決議されました。その総額は現行の月例
報酬および賞与のための報酬枠とは別枠で年各24百万円以内としております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

第38期（2022年3月期）における取締役の報酬等の総額は198,030千円であります。なお、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、
提出会社の役員ごとの報酬等の総額等は記載しておりません。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬総額の上限額を株主総会の決議により決定しております。報酬は固定報酬の「月例報酬」に加
え、業績等に連動する「賞与」、ならびに長期インセンティブとしての「株式報酬（譲渡制限付き株式）」により構成しております。各取締役の具体的
な報酬額は、取締役会の諮問機関である独立した「指名・報酬諮問委員会」において、同委員会に提出された報酬案について審議し、その答申内
容を基に取締役会にて具体的な報酬額を決定することとしております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役を補佐する役割は秘書室が担い、また各会議体の議事録等の資料については、適宜社外取締役へ回付することにより情報の共有化
を図っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１） 取締役会

取締役会は、取締役11名（内、社外取締役5名、その内独立役員４名）で構成し、月1回開催される定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時
取締役会において、情報共有・意思統一を図りながらも相互牽制が可能な体制をとっております。

（２） 監査等委員会

監査等委員会は、当社をとりまく業界動向に深い見識を有する監査等委員5名により構成し、原則として月1回、定例の監査等委員会を開催し、取
締役等の職務執行状況の妥当性等について検討しております。監査等委員5名のうち4名は社外監査等委員であり、公平性・透明性を確保した上
で監査・監督機能を強化しております。

（３）指名・報酬諮問委員会

指名・報酬諮問委員会は、取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化するため、取締役会の任意の
諮問機関として設置しております。また、同委員会は、取締役５名で構成され、うち１名を社外取締役、２名を社外監査等委員とすることで経営から
の独立性を確保しております。

（４）経営会議

取締役、上席執行役員、常勤監査等委員により構成される経営会議を設けております。同会議は原則として月３回開催し、新規事業、営業戦略、
組織運営、採算戦略、人事戦略、業績管理、教育戦略等の状況、重要プロジェクト、クレーム報告等に関する状況を確認し検討を重ねておりま
す。

（５）会計監査

当社は、太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任しております。当社の代表者と監査法人の代表社員の間で定期的に協議を実施し、金融商
品取引法及び会社法の規定に基づき、財務諸表の適正性を確保しております。会計監査業務の状況は以下のとおりであります。

a. 会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

　 業務執行社員　並木　健治（太陽有限責任監査法人）

　 業務執行社員　下川　高史（太陽有限責任監査法人）

b. 会計監査業務に係る補助者の構成

　 公認会計士9名、その他12名

c. 監査報酬

　 第38期（2022年3月期）における監査証明業務に基づく報酬額は26,500千円であります。

（６）顧問弁護士

法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスを仰いでおります。

（７）取締役の指名

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期を1年とし、毎年、適切な人材の指名を行う方針であります。

（８）取締役の報酬

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬総額の上限額を株主総会の決議により決定しております。各取締役の具体的な報酬額は、取締
役会の諮問機関である独立した「指名・報酬諮問委員会」において、同委員会に提出された報酬案について審議し、その答申内容を基に取締役
会にて具体的な報酬額を決定することとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由



当社はコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、2022年６月17日開催の第38期定時株主総会をもって監査等委員会設置会社に移
行いたしました。取締役会と監査等委員会によって、取締役の業務執行の監督および監査を行ってまいります。

当社のガバナンス体制を構成する各組織は、適正性を確保しながら機動的な意思決定を可能ならしめるため、職務及び業界に精通する少数の人
員から成っております。これらの組織が定期的または臨時的に相互に協議、監督を行い、また、専門家の見地からの意見を適時得ることでコーポ
レート・ガバナンスの一層の強化を図っており、経営の監視機能は十分に機能していることから現状の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 2022年3月期定時株主総会招集通知は、2022年6月2日に発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 2022年3月期定時株主総会は、集中日を回避し2022年6月17日に開催いたしました。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2020年3月期定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームに参加し、議決権行使
環境の向上に取り組んでおります。

招集通知（要約）の英文での提供 2017年3月期定時株主総会より、英文での招集通知を案内しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
現在説明会は開催しておりませんが、第2四半期末および期末に決算説明動
画を公開しております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期毎に、決算発表後速やかに、代表取締役社長が参加し、アナリスト・機
関投資家向けの説明会を行っております。（2020年3月期 第1四半期決算より

開始いたしました。）
あり

IR資料のホームページ掲載 説明会で使用した資料及びその補足資料を当社ホームページに掲載します。

IRに関する部署（担当者）の設置
経営企画部をIRに関する担当部署とし、会社の経営状況を熟知した人員を配
属しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

プライバシーマークに準拠した「個人情報保護規程」、「インサイダー取引防止規程」等各
規程を定め、社内への周知、ならびにルールの遵守徹底を図っております。また、情報セ
キュリティポリシーをホームページに掲示しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

有価証券報告書、決算短信、事業報告、プレスリリース、その他、ステークホルダーにとっ
て有用であると考えられる情報を当社ホームページで開示してまいります。

その他

当社では女性の活躍促進のため、仕事と育児の両立に向けた職場環境の整備をすすめて
おります。出産休暇及び育児休暇取得実績はまだ少ないものの、その数は増加傾向にあ
り、出産及び育児経験者からの提案や気づきを制度に取り入れながら、働く女性をバック
アップする体制を構築しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況



当社は、「お客様には”感動”を、社員には”夢”を」の基本理念の下、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の継続的な向上に努
めると共に社会から信頼される会社となることを目指します。これらを実現するため、的確かつ迅速な意思決定及び機動的な執行を行うことを経
営の最重要課題の一つと位置づけ、取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備・運用し、継続
的な見直しによる当該体制の改善・充実を図るとともに、取締役及び従業員に対して、コンプライアンスに係る教育、啓発、指導に注力する方針で
あります。

（１）法令・定款及び社会規範の遵守を経営の根幹に置き、その行動指針として、以下の「会社方針」を定め、取締役及び従業員はこれに従って、
職務の執行にあたっております。

１．社会と共に繁栄する会社になること

２．ユーザーから真に信頼されるサービスを提供する会社になること

３．使命感と活気あふれる人材に満ちあふれた会社になること

４．常に新しい技術を取り入れ蓄積し、社会のニーズに対応できる会社になること

５．健全成長を基調とする超一流の企業を目指す気品ある社風を築く会社になること

（２）コンプライアンス行動規範を定めた上、その実行化ならびに意思決定及び業務執行に係る諸規程を定め、コンプライアンスを遵守徹底すると
ともに職務権限と責任の所在及び指揮命令系統を明確化し、相互牽制が機能する体制を構築し、適正かつ効率的な業務運営に努めております。
また、従業員に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修や会議体での説明を通し、コンプライアンスに係る教育、啓発、
指導を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。

（３）監査等委員会を設置し、取締役の職務執行について、法令、監査等委員会監査規程ならびに監査等委員会規程に基づき監査・監督を実施し
ております。監査等委員会は、監査等委員会で定める「監査方針」及び「役割分担」に従い、監査・監督にあたることにしております。

（４）当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を監査等委員会直
轄で設置し、監査等委員会の指示に基づき、定期的に各部門の業務執行およびコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性、
効率性の検証を行っております。また、その結果は、監査等委員会及び取締役会に報告され、内部統制システムの断続的な見直しに活用するこ
とにしております。参考資料「体制図」をご覧ください。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求等に対しては毅然とした態度で臨むとともに、警
察、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織全体として速やかに対応してまいります。なお、万一に備え、警察、顧問弁護士等の関係
を強化するとともに、共益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に入会し、研修会への定期的な参加による情報の収集、社内への周知
徹底に努めております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

１．適時開示に関する基本的な考え方

投資家やステークホルダーに当社グループを正しく理解していただくための有用な情報を、法令及び東京証券取引所のルールに基づいて適時か
つ正確に開示することを最も重視しております。

２．適時開示に係る社内体制

（１）重要な投資、組織再編及び資金調達等の経営に関する重要な情報や決算、業績修正及び配当等に関する情報等の適時開示は、適時開示
の要否や開示内容、時期等の必要事項を、経営企画部が中心となって、代表取締役社長及び関係する部門長等と協議し、最終的に取締役会の
承認をもって決定しております。取締役会は定時取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定及び適時
開示の体制をとっております。

適時開示の方法は、TDnetへの登録及び自社のサイトへの掲載によって行っております。

（２）監査等委員会は、経営会議及び取締役会への出席等、通常の監査の一環として適時開示体制が妥当か否かの監査・監督を実施しておりま
す。

（３）適時開示に該当する重要な情報に触れる役員及び社員等は、インサイダーリストに登録し管理するとともに、インサイダー取引防止規程が適
用されることを周知し、インサイダー取引及び情報漏洩等の防止を徹底しております。
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